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交通事故の未然防止について 

 

 平素は本校の教育活動及び運営に多大な御理解、御協力を賜り、誠にありがと

うございます。 

 さて、見出しの件について、市内で交通事故が相次いでいることを踏まえ、 

鈴鹿市教育委員会から、以下のとおり、周知するよう通知がありましたので、お

知らせします。 

  

１ 交通事故防止 

○ 歩行中も、自転車利用時も、必ず交通ルールを守りましょう。 

○ 一時停止場所では必ず停止して周囲の安全を確認するとともに、青信号で 

進む場合も周囲の安全を確認しましょう。 

 

２ 自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 

○ 自転車利用時にはヘルメットを着用し、原則、道路の左側を必ず一列で通 

行しましょう。２台以上の併進は違反です。 

○ 歩行中や自転車乗車中のスマホ使用は非常に危険です。やめましょう。 

  

※令和６年１１月１日道路交通法の改正により、自転車に乗りながら、スマー 

トフォン等を手で保持して通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁 

止され、罰則の対象となりました。 
 

 

３ 歩行者優先意識の徹底と安全な横断方法の実践 

○ 近くに横断歩道があるときは、必ず「横断歩道」を渡りましょう。渡る際 

は、ハンドサインで運転手に横断歩道を渡る意思表示を行いましょう。 

 

 

一人ひとりが交通ルールとマナーを守って、交通事故ゼロを目指しましょう。 


